
  長 野 県 山 岳 協 会 規 約  

第 １ 章  総   則  

第 １ 条  ( 名 称 ・ 所 在 地 )  

本 協 会 は 、 長 野 県 山 岳 協 会 ( 以 下 「 本 協 会 」 と い う ) と い い 、 英 語 名 を NAGANO.MOUNTAINEERING 

ASSOCIATION.JAPAN( 略 称 N.M.A.JAPAN) と し 、 事 務 局 を 長 野 県 内 に お く 。  

第 ２ 条  ( 組  織 )  

本 協 会 は 、 長 野 県 内 に 事 務 所 を 持 つ 山 岳 団 体 で 、 第 ４ 条 の 目 的 に 賛 同 し て 加 盟 す る も の 、 及 び 長

野 県 山 岳 協 会 の 活 動 に 賛 同 し て 加 盟 す る 個 人 を も っ て 組 織 す る 。 な お 、 県 外 を 本 拠 地 と し て い て も 、

本 協 会 の 活 動 に 賛 同 す る 団 体 が 加 盟 を 希 望 す れ ば 、 理 事 会 に て 審 議 し た 上 で 加 盟 を 認 め る こ と も あ

る 。 な お 個 人 会 員 に つ い て は 、 協 会 規 約 と は 別 の 規 程 を 定 め る 。 
第 3 条  

本 協 会 は 、 （ 公 財 ） 長 野 県 ス ポ ー ツ 協 会 お よ び （ 公 社 ） 日 本 山 岳 ・ ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ 協 会 に

加 盟 す る 。  

 

第 2 章  目 的 お よ び 事 業  

第 ４ 条  ( 目  的 )  

本 協 会 は 、 正 し い 登 山 を 指 導 普 及 し て そ の 健 全 な 発 展 を は か り 、 あ わ せ て 加 盟 団 体 の 交 流 を は か

り な が ら 、 国 民 体 育 な ら び に 文 化 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 5 条  ( 事  業 )  

本 協 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 必 要 に 応 じ て 次 の 事 業 を 行 う 。  

(1) 登 山 道 徳 の 啓 蒙 と 安 全 な 登 山 の 普 及  

(2) 登 山 の 普 及 お よ び 技 術 の 向 上 に 関 す る 研 究 会 、 講 習 会 の 開 催  

(3) 山 岳 遭 難 の 予 防 と そ の 対 策 に 関 す る 企 画 お よ び 指 導  

(4) 自 然 保 護 活 動 の 推 進 と 登 山 施 設 の 愛 護  

(5) 競 技 登 山 の 推 進  

(6) 海 外 登 山 の 推 進 、 情 報 の 収 集 ・ 提 供 お よ び 計 画 の 指 導 な ら び に 相 談  

(7) 機 関 紙 、 年 報 そ の 他 必 要 な 出 版 物 の 発 行  

(8) 長 野 県 山 岳 総 合 セ ン タ ー の 運 営  

(9) そ の 他 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

第 6 条  

本 協 会 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 4 月 1 日 に 始 ま り 翌 年 3 月 31 日 に 終 わ る 。  

 

第 3 章  加 盟 団 体  

第 7 条  ( 加  盟 )  

1. 本 協 会 に 加 盟 し よ う と す る 団 体 は 、 事 務 局 に 届 け 出 て 、 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

2. こ の ほ か に 必 要 と す る 事 項 は 、 総 会 に は か り 、 別 に 定 め る 。  

第 8 条  ( 脱  退 )  

本 協 会 を 脱 退 す る に は 、 理 由 を 付 し た 文 書 で 届 け 出 て 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

第 9 条  ( 除  名 )  

加 盟 団 体 が 次 の 各 号 の 一 つ に 該 当 す る と き は 、 理 事 会 お よ び 総 会 の 議 決 を も っ て 除 名 す る こ と が

で き る 。  

(1) 分 担 金 を 理 由 な く 滞 納 し た と き  

(2) 本 協 会 の 名 誉 を 傷 つ け 、 ま た は 本 協 会 の 目 的 に 反 す る 行 為 の あ っ た と き  

(3) 加 盟 団 体 の 解 散 お よ び 消 滅  

(4) 上 記 に 準 ず る 事 由 が あ る 場 合  

 

第 4 章  役   員  

第 10 条  ( 役 員 の 種 別 お よ び 員 数 )  

1. 本 協 会 に 、 次 の 役 員 を お く 。  

理 事 28 名 以 内 う ち 、 会 長 1 名  

副 会 長 若 干 名  

理 事 長 1 名  

事 務 局 長 1 名  

監 事 2 名  

2. 前 項 に 規 定 す る 役 員 の ほ か 、 会 長 は 総 会 の 議 を 経 て 名 誉 会 長 、 顧 問 お よ び 参 与 を 委 嘱 す る こ と が

で き る 。  

第 11 条  ( 役 員 の 任 務 )  

1. 会 長 は 、 本 協 会 を 代 表 し 会 務 を 総 括 す る 。  

2. 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き ま た は 欠 け た と き は そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

3. 理 事 長 は 、 日 常 の 協 会 業 務 を 処 理 す る 。  

4. 事 務 局 長 は 、 事 務 局 を 運 営 す る 。  

5. 理 事 は 、 理 事 会 を 組 識 し 、 本 協 会 の 業 務 を 議 決 し 執 行 す る 。  



6. 監 事 は 、 会 計 を 監 査 す る ．   

7. 名 誉 会 長 、 顧 問 は 、 会 長 の 諮 問 に 応 え 、 必 要 に 応 じ て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

第 12 条  ( 役 員 の 選 出 )  

1. 会 長 、 副 会 長 は 、 総 会 で 推 挙 す る 。  

2. 会 長 お よ び 副 会 長 を 除 く 理 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。  

(1) 各 支 部 か ら 選 出 さ れ た 支 部 長  

(2) 各 専 門 部 、 専 門 委 員 会 か ら 選 出 さ れ た 専 門 部 長 、 専 門 委 員 長  

(3) 総 会 の 承 認 を 得 て 、 会 長 が 委 嘱 し た 者  

3. 理 事 長 お よ び 事 務 局 長 は 、 理 事 の 互 選 に よ り 理 事 会 で 選 出 す る 。  

4. 監 事 は 、 総 会 で 選 出 す る 。  

第 13 条  ( 役 員 の 任 期 )  

1. 役 員 の 任 期 は 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

2. 補 充 役 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。    

3. 役 員 は 任 期 を 満 了 し て も 、 後 任 者 が 選 出 さ れ る ま で は 、 そ の 職 務 を 行 う 。  

第 14 条  ( 役 員 の 解 任 )  

本 協 会 の 役 員 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た と き 、 ま た は 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 は 、 総 会 の

議 決 に よ り こ れ を 解 任 す る こ と が で き る 。 た だ し 総 会 の 開 催 が 困 難 な 場 合 は 、 理 事 会 の 議 決 を も っ

て か え る こ と が で き る 。  

 

第 5 章  機   関  

第 15 条  ( 会  議 )  

1. 本 協 会 の 会 議 は 、 総 会 、 理 事 会 と す る 。  

2. 総 会 は 会 長 が 召 集 し 、 理 事 会 は 理 事 長 が 招 集 す る 。 た だ し 評 議 員 ま た は 理 事 の 3 分 の 1 以 上 か ら

目 的 を 示 し て 請 求 が あ っ た と き は 、 会 長 ま た は 理 事 長 は 、 速 や か に 総 会 ま た は 理 事 会 を 招 集 し な け

れ ば な ら な い 。  

3. 会 議 の 議 長 は 、 総 会 に お い て は 出 席 評 議 員 の 互 選 に よ り 選 出 し 、 理 事 会 に お い て は 理 事 長 が つ と

め る 。  

4. 会 議 の 議 決 は 、 本 規 約 で 特 に 定 め て あ る ほ か は 、 出 席 者 の 過 半 数 に よ っ て 決 め 、 可 否 同 数 の と き

は 議 長 が 決 め る 。  

第 16 条  ( 総  会 )  

1. 総 会 は 、 本 協 会 の 意 思 決 定 機 関 で あ っ て 、 毎 年 4 月 定 例 総 会 を 開 催 す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 臨 時

総 会 を 開 催 す る 。  

2. 総 会 の 開 催 通 知 は 、 日 時 、 場 所 お よ び 議 案 を 明 示 し て 開 催 日 の 15 日 前 ま で に 発 送 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 緊 急 や む を え な い と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。  

3. 総 会 は 、 評 議 員 現 在 数 の 過 半 数 の 出 席 ( 代 理 出 席 者 を 含 む ) に よ り 成 立 す る 。 た だ し 出 席 で き な

い 評 議 員 は 、 そ の 議 決 権 を 他 の 評 議 員 に 委 任 す る こ と が で き 、 そ の 委 任 状 を も っ て 出 席 と み な す こ

と が で き る 。  

4. 各 加 盟 団 体 、 高 体 連 の 評 議 員 数 は 、 付 則 別 表 に よ る 。  

5. 総 会 の 議 を 経 な け れ ば な ら な い 事 項 は 、 次 の 通 り で あ る 。  

(1) 前 年 度 の 事 業 報 告 お よ び 決 算 報 告  

(2) 新 年 度 の 事 業 計 画 お よ び 予 算  

(3) 規 約 の 改 正  

(4) 役 員 の 選 出 、 推 挙 お よ び 解 任  

(5) そ の 他 重 要 事 項  

6. 議 長 は 、 議 事 録 署 名 人 2 名 を 指 名 し 、 議 事 録 を 作 成 す る 。  

7. 理 事 そ の 他 の 役 員 は 、 総 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

第 17 条  ( 理 事 会 )  

1. 理 事 会 は 、 本 協 会 の 業 務 執 行 機 関 で あ っ て 、 必 要 に 応 じ て 随 時 開 催 す る 。  

2. 理 事 会 は 、 構 成 員 の 過 半 数 の 出 席 が な け れ ば 成 立 し な い 。 た だ し 再 度 招 集 し た 場 合 は こ の 限 り で

は な い 。  

第 18 条  ( 専 門 部 ・ 専 門 委 員 会 )  

1. 本 協 会 に 第 4 条 の 目 的 を 遂 行 す る た め 、 次 の 専 門 部 お よ び 専 門 委 員 会 を お く 。  

(1) 登 山 部  

指 導 委 員 会  

遭 難 対 策 委 員 会  

自 然 保 護 委 員 会  

ジ ュ ニ ア 委 員 会  

国 際 登 山 委 員 会  

医 科 学 委 員 会  

(2) 競 技 部  

国 ス ポ 委 員 会  

ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ 委 員 会     

ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ 普 及 委 員 会  



2. 各 専 門 委 員 会 の 規 定 は 、 理 事 会 の 議 を 経 て 別 に 定 め る 。  

3. 各 専 門 委 員 会 は 、 各 支 部 か ら 推 挙 さ れ た 者 と 専 門 委 員 会 の 委 嘱 委 員 を も っ て 構 成 す る 。  

第 19 条  ( 総 務 部 )  

1. 協 会 に 、 円 滑 な 業 務 運 営 の た め 総 務 部 を お く 。  

2 ． 総 務 部 に は 、 担 当 の 副 会 長 並 び に 次 の 業 務 担 当 を お く 。  

事 務 局  

会 計 担 当   

広 報 担 当  

ホ ー ム ペ ー ジ 担 当  

個 人 会 員 担 当  

3. 事 務 局 並 び に 各 担 当 は 必 要 に 応 じ 理 事 会 の 承 認 を 得 て 、 事 務 局 員 ま た は 委 嘱 委 員 を お く こ と が で

き る 。 な お 広 報 担 当 は 専 門 委 員 会 と 同 様 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 。  

4. 総 務 部 の 規 定 は 、 理 事 会 の 議 を 経 て 別 に 定 め る  

第 20 条  （ 四 役 会 ）  

 1. 協 会 並 び に 理 事 会 の 円 滑 な 運 営 の た め に 、 四 役 会 を お く 。  

 2. 四 役 会 は 、 会 長 、 副 会 長 、 理 事 長 、 副 理 事 長 、 事 務 局 長 を も っ て 構 成 す る 。  

第 21 条  (2028 や ま な み 国 ス ポ 準 備 委 員 会 )  

1. 長 野 国 ス ポ の 円 滑 な 企 画 運 営 の た め に 、 2028 や ま な み 国 ス ポ 準 備 委 員 会 を お く 。  

2.2028 や ま な み 国 ス ポ 準 備 委 員 会 に は 、 担 当 の 理 事 を お く 。  

3.2028 や ま な み 国 ス ポ 準 備 委 員 会 担 当 理 事 は 、 必 要 に 応 じ て 理 事 会 の 承 認 を 得 て 委 員 を 置 く こ と が

で き る 。 そ の 際 は 理 事 会 に 諮 る 。  

 

第 6 章  支 部 ・ 高 体 連  

第 22 条  ( 支  部 )  

本 協 会 の 目 的 を 各 地 区 の 実 状 に 合 わ せ て 遂 行 し 、 あ わ せ て 地 域 の 独 自 性 と 創 造 あ る 活 動 で 本 協 会

全 般 の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 に 支 部 を お く 。  

第 23 条  

支 部 は 、 原 則 と し て 本 協 会 の 加 盟 団 体 に よ っ て 構 成 さ れ る 。  

第 24 条  

支 部 は 、 次 の 各 地 域 ご と に 設 置 す る 。 た だ し 組 識 が 全 県 下 に わ た り 、 い ず れ の 支 部 に も 所 属 し が

た い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 理 事 会 の 議 を 経 て 全 県 組 識 と す る こ と が で き る 。  

(1) 東 北 信 支 部  長 野 市 、 須 坂 市 、 中 野 市 、 飯 山 市 、 千 曲 市 、 上 水 内 郡 、 下 水 内 郡 、  

上 高 井 郡 、 下 高 井 郡 、 上 田 市 、 小 諸 市 、 佐 久 市 、 東 御 市 、 埴 科 郡 、  

南 佐 久 郡 、 北 佐 久 郡 、 小 県 郡  

(2) 中 信 支 部   松 本 市 、 塩 尻 市 、 大 町 市 、 安 曇 野 市 、 東 筑 摩 郡 、 木 曽 郡 、 北 安 曇 郡  

(3) 諏 訪 支 部   諏 訪 市 、 茅 野 市 、 岡 谷 市 、 諏 訪 郡  

(4) 伊 那 支 部   伊 那 市 、 駒 ヶ 根 市 、 飯 田 市 、 上 伊 那 郡 、 下 伊 那 郡  

第 25 条  

支 部 の 規 約 は 、 理 事 会 の 承 認 を 経 て 支 部 ご と に 定 め る 。  

第 26 条  ( 高 体 連 )  

各 高 等 学 校 の 登 山 部 は 、 高 等 等 学 校 体 育 連 盟 ( 通 称 は 高 体 連 ) 登 山 専 門 部 と し て 加 盟 す る 。  

第 ７ 章  付 属 機 関 等  

第 27 条   

本 協 会 の 目 的 達 成 に 資 す る 為 、 次 の 付 属 機 関 及 び 構 成 員 を お く こ と が で き る 。  

 １ ． 長 野 県 山 岳 総 合 セ ン タ ー 指 定 管 理 に 伴 う 運 営 管 理 部 及 び 部 員  

 ２ ． 山 岳 図 書 資 料 館 の 円 滑 な 運 営 に 資 す る 運 営 委 員 会 及 び 委 員  

第 ８ 章  会   計  

第 28 条  ( 経  費 )  

本 協 会 の 経 費 は 、 加 盟 団 体 の 分 担 金 、 寄 付 金 そ の 他 の 収 入 を も っ て あ て る 。  

第 29 条  ( 分 担 金 )  

1. 本 協 会 の 加 盟 団 体 、 高 体 連 は 、 毎 年 付 則 別 表 に 規 定 す る 額 の 分 担 金 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

2. 分 担 金 は 、 毎 年 5 月 ま で に 納 入 す る も の と す る 。  

3. 本 協 会 へ 新 規 に 加 盟 し た 団 体 は 、 分 担 金 の 納 入 を 1 年 間 免 除 さ れ る 。  

第 30 条  ( 会 計 年 度 )  

本 協 会 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 4 月 1 日 に 始 ま り 、 翌 年 3 月 31 日 に 終 わ る 。  

第 10 章  規 約 の 改 廃 ・ そ の 他  

第 31 条  ( 規 約 の 改 廃 )  

本 規 約 は 、 総 会 に 付 議 し て 、 出 席 評 議 員 の 3 分 の 2 以 上 の 賛 成 を 得 な け れ ば 改 廃 で き な い 。  

第 32 条  ( 運 営 細 目 )  

本 規 約 を 運 営 す る た め に 必 要 な 細 則 は 、 理 事 会 で 定 め る こ と が で き る 。  

 

 



附   則  

1. 本 規 約 は 、 1966 年 8 月 7 日 か ら 施 行 す る 。  

2. 一 部 改 正 1972 年   4 月  9 日     1976 年   4 月  4 日     1977 年   4 月  3 日  

1981 年   3 月 20 日     1984 年   4 月  8 日     1989 年  10 月 29 日  

1993 年   4 月  4 日     1996 年   4 月  7 日     1998 年   4 月  5 日  

2003 年  4 月  6 日     2005 年  4 月  3 日     2008 年  4 月 13 日  

2012 年  4 月  1 日     2013 年  4 月 15 日     2018 年  4 月  8 日  

2019 年  4 月 14 日     2020 年  4 月 12 日     2021 年  4 月 11 日  

2022 年  4 月 10 日     2024 年   4 月  7 日     2025 年   4 月 6 日  

2026 年  4 月 5 日 

 

 

3. 別  表  

評 議 員 数 お よ び 分 担 金  

加 盟 団 体 会 員 数  評 議 員 数  分 担 金 の 金 額  

5 名   以 下  1 名  20,000 円 (15,000+  5,000) 

6 名 ～  10 名  1 名  25,000 円 (15,000+ 10,000) 

11 名 ～  15 名  1 名  30,000 円 (15,000+ 15,000) 

16 名 ～  20 名  1 名  35,000 円 (15,000+ 20,000) 

21 名 ～  25 名  1 名  40,000 円 (15,000+ 25,000) 

26 名 ～  30 名  1 名  45,000 円 (15,000+ 30,000) 

31 名 ～  35 名  1 名  50,000 円 (15,000+ 35,000) 

36 名 ～  40 名  1 名  55,000 円 (15,000+ 40,000) 

41 名 ～  45 名  1 名  60,000 円 (15,000+ 45,000) 

46 名 ～  50 名  1 名  65,000 円 (15,000+ 50,000) 

51 名 ～  75 名  2 名  75,000 円 (15,000+ 60,000) 

76 名 ～ 100 名  2 名  85,000 円 (15,000+ 70,000) 

101 名 ～ 125 名   3 名  95,000 円 (15,000+ 80,000) 

126 名 ～ 150 名   3 名  105,000 円 (15,000+ 90,000) 

151 名  以 上   3 名  115,000 円 (15,000+100,000) 

高 体 連   1 名  20,000 円 （ 協 定 金 額 ）  

加 盟 団 体 会 員 数 は 、 前 年 度 の 登 緑 人 数 と す る 。  

 


